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久　保　牧衣子

本年 5 月 12 日，農林水産省は，食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実
現するための新たな政策方針として，「みどりの食料システム戦略」を発表した。本戦略は，世界的に関
心の高まる気候変動への対応や生物多様性の保全といった地球環境問題や SDGs へ我が国食料・農林水産
業としても的確に対応するととともに，今後見込まれる農林水産業の担い手の減少等幅広い持続可能性と，
生産力向上を同時に達成しようとするものである。本戦略では 2050 年に目指す姿として 14 の KPI を定め，
調達，生産，加工流通，消費の各段階での行動変容と技術革新により達成することとしており，今後，こ
れを後押しするための法制化も検討されている。
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プラネタリー・バウンダリー

1．我が国の食料・農林水産業が直面する課題

（1）気候変動・大規模自然災害の増加
日本の年平均気温は，100 年あたり 1.26℃の割合で

上昇しており，世界平均の 2 倍近い上昇率で温暖化が
進んでいる。農林水産業は気候変動の影響を受けやす
い産業であり，高温による品質低下や，降雨量の増加
や災害の激甚化により，様々な被害が発生している。
昨年 12 月に公表された「第 2 次気候変動影響評価報
告書」（環境省）においても，農林水産分野における
気候変動の影響として，大豆，麦の減収，品質低下，
病害虫の発生地域の拡大等が記載されている（図─1）。

（2） 世界全体と日本の農林水産分野の温室効果ガ
ス（GHG）の排出

世界の温室効果ガス排出量は，520 億トン（2007－
2016 年平均，CO2 換算（以下同じ。））となっており，
このうち，農業・林業・その他土地利用からの排出は
世界の排出全体の約 4 分の 1 を占めている。我が国は
多くの食料や原材料を海外から輸入しており，輸入品
を通じて原産国の環境に悪影響を与えないことも重要
になりつつある。一方，日本の温室効果ガス排出量は
12.12 億トン（2019 年度）で，このうち農林水産分野
は約 4,747万トン（約 3.9％）となっている（図─ 2）。
農林水産分野の排出の内訳を見ると，施設園芸や農業
機械，漁船における化石燃料由来のCO2 のほか，水田，
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図─ 1　日本の年平均気温偏差（気候変動監視レポート 2020）
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家畜の消化管内発酵（げっぷ），家畜排せつ物管理，
施肥に伴う農用地の土壌から，メタンや一酸化二窒素

（N2O）が排出されている。
一方で，日本の CO2 吸収量約 4,590 万トンのうち，

森林が 4,290 万トン，農地・牧草地は 180 万トン（2019
年度）となっており，農林水産業は，吸収源として温
室効果ガスの削減に大きく貢献している。

（3）生産基盤の脆弱化，地域コミュニティの衰退
2015 年の国連総会で採択された持続可能な開発目

標（SDGs）に多大な影響を与えた考え方に，地球の
限界（プラネタリー・バウンダリー）というものがあ
る。プラネタリー・バウンダリーは，気候変動，窒素
とリンの循環，グローバルな淡水利用，土地利用変化，
生物多様性の損失，化学物質による汚染など，人類が
今後何世代にもわたって発展・繁栄を続けるための定
量的な地球の環境許容量のことであり，この境界を越
えると，大規模で急激な，あるいは不可逆的な環境変
化が発生するリスクが高まるという考え方を示したも
のである。既に，種の絶滅の速度と窒素・リンの循環
については，高リスクの領域にある（図─ 3）。

SDGs の 17 のゴールを階層化したとき，森林，土壌，
水，大気，生物資源など自然によって形成される資本

（自然資本※ 1）は他のゴールを達成するための土台と
なり，そこから生み出される生態系サービス※ 2 によ
り食料産業をはじめとして私たちの社会は様々な便益
を受けている（図─ 4）。農林水産業は，適切に行わ
れなければ生物多様性を含めた自然資本の劣化を引き
起こす原因にもなるが，やり方次第でその維持・増大
に貢献することも可能である。生物多様性を含む自然
資本に配慮した農林水産業は，その維持・増大を通じ
て，社会・経済・環境の持続可能性の向上に貢献する
ことができる。

一方，食料・農林水産業の存立基盤ともいえる生態
系サービスは世界的に劣化しており，人類史上類をみ
ないスピードで生物多様性が減少している。このた

図─ 2　 世界の農林業由来の GHG 排出量，日本の農林水産分野の GHG 排
出量

図─ 3　 プ ラ ネ タ リ ー・ バ ウ ン ダ リ ー（Stockholm Resilience Centre
（illustrated by Johan Rockstrom and Pavan Sukhdev, 2016）に
環境省が加筆）

図─ 4　 自然資本と SDGs（Stockholm Resilience Centre （illustrated by 
Johan Rockstrom and Pavan Sukhdev, 2016）に加筆）

※ 1　 自然資本（ナチュラルキャピタル）：自然環境を国民の生活や企業の
経営基盤を支える重要な資本の一つとして捉える考え方

※ 2　 人々の暮らしを支える食料や水，気候の安定など，「自然」がもたら
すさまざまな恵みのこと。
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め，「今までどおり」から脱却し，社会変革が必要と
されている。

（4） 新型コロナウイルス感染症を契機とした生産・
消費の変化

新型コロナウイルス感染症の拡大により，約 4 割が
「自宅で食事を取ることが増えた」と回答（第一生命
総研，2020 年 4 月調査）するなど，消費者の内食や
国産食材への関心が高まっている一方，拡大による影
響で 19 カ国が穀物等の輸出を制限するなど（2020 年
3 ～ 11 月），世界的には食料分野でもサプライチェー
ンの混乱が生じた。我が国でも，工業製品の分野では，
新型コロナの感染拡大に伴い，一部の物資が不足する
など深刻な影響が見られた。我が国は，食料・農林水
産物のみならず，食料生産を支える肥料原料である尿
素，塩化カリウム，リン酸アンモニウムなどの化学原
料やエネルギーも定常的に輸入に依存していることか
ら，資源循環や安定調達という面からも，農林水産物
や肥料，飼料などを輸入から国内資源へ転換していく
ことが求められている。

2．課題解決に向けた取組の現状

（1）気候変動や異常気象に対応した農林水産業
農林水産省では，気候変動に適応する持続的な農業

の実現に向け，にこまる（米の品種）等の高温耐性品
種の開発・普及，ブラッドオレンジ等，温暖な気候を
好む作物への転換，施設内での散水や換気などの対策

（気候変動適応策）を講じている。また，気候変動に
伴い，これまでにない病害虫の侵入リスクも拡大する
ことから，これらに対応する品種開発の需要が高まり
つつあるが，農作物のゲノム情報や生育等の育種に関
するビッグデータを整備し，これを AI や新たな育種
技術と組み合わせて活用することで，従来よりも効率
的かつ迅速に育種をすることが可能となる「スマート
育種システム」やゲノム編集作物の開発などの技術開
発が進められている。

また，気候変動への適応に加えて，施設園芸や農業
機械，漁船の省エネ対策や森林・農地土壌吸収源対策
などの温室効果ガスの排出削減の取組も進めている。

（2）スマート農林水産業の推進
高齢化の進行とともに，農林水産分野における労働

力不足が深刻化し，今後一層の担い手の減少が見込ま
れている。特に農業の労働特性としては，足腰の弱い
高齢者が多いにもかかわらず，急斜面での除草作業が

必要だったり牛の発情管理や田んぼの水管理など朝か
ら晩まで現場に張り付くことが必要な作業もある。し
かし，今後，一層の担い手の高齢化・減少を考えると，
このような危険な作業や現場の張り付きからの解放
が，担い手のすそ野の拡大の観点からも必要である。
このため，急傾斜地に人が入って作業しなくても済む
リモコン草刈機や，水田の給排水をスマホ等遠隔また
は自動で行う水管理システムなど，高齢化や担い手の
減少に対応して生産性を飛躍的に高めるような技術開
発が進められている。このようなロボット，ICT な
どの先端技術を活用した技術は，環境負荷の軽減にも
寄与することが期待されている。例えば，カメラを搭
載したドローンが圃場を撮影し，AI が害虫被害箇所
の特定を行い，被害株にピンポイントで農薬を散布す
ることで，農薬使用量を 10 分の 1 程度（企業公表値）
に低減できる技術も開発されている。このような技術
は，作業の負担軽減や現場での張り付きからの解放に
加え，安全性向上，環境負荷軽減など様々な効果が期
待され，そのメリットは大規模農業経営だけでなく，
中小家族経営や若者・高齢者など様々な者が享受可能
であり，農林水産業における新たな働き方や生産者の
すそ野の拡大にも貢献すると期待されている。

（3）消費者が求める食品等の安定供給
我が国は肥料原料を輸入に依存しているが，国内に

は，リサイクルしうる窒素，リン資源が存在する。国
内で調達可能な産業副産物を活用した肥料は，土壌改
善に資するだけでなく，家畜排せつ物の処理や食品リ
サイクル等にも貢献する。例えば，リン酸やカリを多
く含む鶏ふん燃焼灰や，消化汚泥から回収したリンを
使用した配合肥料，窒素を多く含むなたね油かす・粉
末の活用が行われている。このように国内にある未利
用資源を活用することは，地域資源の循環利用を通じ
た地域経済循環にも資するほか，輸入に依存しない肥
料の製造にもつながることから，肥料の安定調達とい
う面でも期待される。

3．SDGsや環境をめぐる課題と国内外の動向

世界に目を向けると，2050 年に世界の人口は 97 億
人に達すると見込まれ，深刻な水不足や経済活動に伴
う環境破壊の拡大，気候変動の更なる進行により穀物
価格の上昇による食料不安等のリスクが増大し，生物
多様性の危機が深刻化するとして様々な国内外の関係
機関が警鐘を鳴らしている。このため，世界的に人口
増加が続く中，農林水産業の生産方式のみならず，食
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生活や環境負荷といった多角的な視点から食料システ
ム全体を俯瞰し，持続的な食料システムを構築してい
くことが求められている。一方，食料システムは，気
候条件や食文化により課題も多様であることから，画
一的な解決方法はなく，日本においても農林水産業や
地域の将来も見据えた持続可能な食料システムの構築
が急務となっている。他方，新型コロナウイルス感染
症によって経済・社会が大きく変容しつつある中，経
済復興に気候変動対策を融合させる「グリーンリカバ
リー」という考え方が世界中で注目されている。我が
国でも，「2050 年カーボンニュートラルを目指す」旨
総理が表明し，温暖化への対応を経済成長の制約では
なく産業構造や経済社会の変革をもたらす大きな成長
につなげていくよう呼びかけている。

また，持続的な生産・消費，地域への関心が高まる
中，ESG 投資が拡大し，持続性への取組がビジネス
に直結する時代となっている。さらに今後は，持続性
への適切な対応が必須になると考えられ，諸外国で
も，環境や持続性等に関する戦略を策定する動きが出
ている。例えば，欧州委員会は，2020 年 5 月に Farm 
to Fork 戦略を公表し，2030 年を目標年とする農薬や
肥料，抗菌剤の使用削減に係る数値目標を設定するな
どしている。また，欧州委員会は EU の食料システム
をグローバル・スタンダードにすることを目指すとし
ている。米国も，2021 年 1 月にバイデン大統領が就
任会見において，「米国の農業は世界で初めてネット
ゼロ・エミッションを達成する」と表明し，化石燃料
補助金の廃止，気候スマート農法の採用奨励等など意
欲的な動きを見せている。

また，世界的にも本年は，9 月の国連食料システム
サミットをはじめとして，食料・農林水産分野に関連
の深い環境関係の国際会議が多数開催される年であ
る。このような世界的な流れも踏まえ，我が国として，
乾燥した気象条件の下で大規模な畑作や畜産が営まれ
ている欧米とは気象条件等が異なるアジアモンスーン
の持続可能な食料システムのモデルを構築し，世界に
発信していく必要がある。

4． みどりの食料システム戦略の策定に向けて
～食料・農林水産業の生産力向上と持続
性の両立をイノベーションで実現～

上記の状況を踏まえて，農林水産省では，昨年 10
月に野上農林水産大臣から，食料・農林水産業の生産
力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させる
ための新たな政策方針として本戦略の検討指示があ
り，大臣を本部長とする「みどりの食料システム戦略
本部」を立ち上げ，本年 5 月 12 日，同本部において，
みどりの食料システム戦略を決定した。検討に当たっ
ては，本年 1 月から 4 月にかけて，大臣や副大臣，政
務官も参加し，各品目の生産者，若手の新規就農者，
中山間，中小・家族経営等の生産者の方々や食品事業
者・メーカーの皆様，消費者団体等の幅広い関係者と
22 回（計 127 名）にわたり意見交換を行った。また，
このほかにも有識者等との意見交換，審議会，パブリッ
クコメントも行い，これらを通じていただいた御意見
を踏まえて，戦略を策定した（図─ 5）。
「みどりの食料システム戦略」では，2050 年までに，

図─ 5　みどりの食料システム戦略（概要）（農林水産省）
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①農林水産業の CO2 ゼロエミッション化の実現，
②化学農薬の使用量をリスク換算で 50％低減，
③化学肥料の使用量を 30％低減，
④ 耕地面積に占める有機農業の取組面積を 25％，100

万 ha に拡大，
⑤ エリートツリー等を林業用苗木の 9 割以上に拡大，
⑥ ニホンウナギ，クロマグロ等の養殖において人工種

苗比率 100％を実現，
⑦  2030 年までに食品製造業の労働生産性を最低 3 割

向上，
⑧  2030 年までに持続可能性に配慮した輸入原材料調

達の実現，

といった 14 の意欲的な KPI を掲げている（図─ 6）。
これらの実現には，調達・生産・加工流通・消費の

各段階での行動変容とともに，革新的な技術・生産体
系の開発，その後の社会実装が鍵となる。このため，
本戦略には，個々の技術の研究開発・実用化・社会実
装に向けた 2050 年までの工程表を掲載し，従来の施
策の延長ではない形で，サプライチェーンの各段階に
おける環境負荷の低減と労働安全性・労働生産性の大
幅な向上をイノベーションにより実現していくための
道筋を示している（図─ 7）。さらに，審議会や意見
交換での議論及びパブリックコメント等を踏まえ，当
面の各技術の開発・実装の状況を見据え，施策の計画

図─ 7　農林水産分野でのゼロエミッション達成と持続的発展に向けた取組（農林水産省）

図─ 6　「みどりの食料システム戦略」が 2050 年までに目指す姿と取組方向（農林水産省）
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的な具体化や現場での技術普及を進められるよう，直
近 5 年程度の技術の開発方向を示した「技術の工程表」
についても作成した。

5．みどりの食料システム戦略の実現に向けて

本戦略は，生産・流通・加工・消費に関わる様々な
関係者それぞれの理解と協働の上で実現するものであ
る。このため，現場の方々への分かりやすい情報発信，
関係者との意見交換等を通じた理解促進に取り組んで
いくため，6 月から 9 月までを「戦略集中周知期間」
と位置付け，本戦略の考え方や目指す姿，方向性につ
いて本省のみならず農林水産省の地方支分部局の総力
を挙げて，あらゆる機会を捉えて発信に取り組んだ。

また，欧米とは気候条件が異なるアジアモンスーン
地域の新しい持続的な食料システムの取組モデルとし
て，本年 7 月にイタリアで開催された国連食料システ
ムサミットプレ会合（閣僚級）で野上農林水産大臣自
ら本戦略を発信するとともに，9 月の国連食料システ
ムサミット（首脳級，オンライン）では菅総理のビデ
オメッセージとして発信した。さらに，9 月にイタリ
アで開催された G20 農業大臣会合でも，野上大臣自
ら本戦略を各国の農業大臣に直接紹介した。今後も，
気候変動枠組み条約 COP26（10/31 ～ 11/12　於：英
国）や生物多様性条約 COP15 など，農業にも関連の
深い国際環境会議が立て続けに予定されている。持続
可能な食料システムの構築に向けて，画一的な解決策
はないことから，このような場でも，本戦略をアジア
モンスーン地域の持続可能な食料システムのモデルと
して発信し，国際ルールメーキングに参画することを

目指していく。
また，本戦略は，本年 6 月 18 日に閣議決定された「経

済財政運営と改革の基本方針 2021」（いわゆる「骨太
の方針」）や成長戦略実行計画等の政府方針にも位置
付けられた。このため，今後は本戦略の実現に向けて，
関係省庁と連携して政府方針として進めていくととも
に，令和 4 年度予算要求にも所要の額を計上してい
る。さらに，本戦略の実現に必要な後押しの仕組につ
いて法制化を含めて検討している。

本戦略は，食料・農林水産業の生産力向上と持続性
を両立させるための新たな政策方針であり，これまで
にない戦略である。近年，持続可能性は国際的な潮流
となっている。我が国食料・農林水産業もこれら環境
や SDGs へ的確に対応することで，我が国食料・農林
水産物の価値を高め，農林水産物・輸出の後押しにな
ることが期待される。気候変動をはじめとする環境対
策を「コスト」とネガティブに捉えるのではなく，こ
うした取組を成長への機会と捉え，我が国の食料の安
定供給・農林水産業の持続的発展と地球環境の両立を
目指すことが重要であり，農林水産省としても現場の
関係者と一丸となって，全力で取り組んでいきたい。

※本稿中の肩書は 2021 年 9 月受稿当時のもの
 

図─ 8　イノベーションによる持続的生産体制の構築（農林水産省）
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